
１．業務概要 ⑮航空（航空機）

航空事故の減少と航空交通の利用促進を図るために、航空行政を取り巻く状況やニーズに対応して、
航行の安全性を確保しつつ、航空分野が健全に発展し続けるよう多岐にわたる業務を担当しています。

航空機の安全性を確保するために、航空機の
耐空性や環境適合性の基準等を策定すると
共に、航空機がこれらの基準に適合している
かを確認するために、機体一機毎に耐空証明
検査を実施しています。

国内で製造され、輸出さ
れる航空製品の安全性
について確認
（座席の動的荷重試験）

コックピットに搭乗して、
通常の運航では使用され
ない機能等を検査

耐空証明検査：

書類チェック・地上
試験のあと飛行試
験を実施

航空機の安全性確保に関する業務

操縦者や航空整備士の確かな技量を確保するため、航空従事者
に対する技能証明を行っています。

また、世界的な航空需要の増大により、質の高い航空従事者を長
期的かつ安定的に確保できるよう、航空従事者の養成機関の育
成・振興や、外国人の在留資格の緩和など、航空従事者の安定供
給のための対策を講じています。

模擬飛行装置による
効率的な技能審査

主な技能証明の種類
○定期運送用操縦士 ○一等・二等航空整備士

○事業用操縦士 ○一等・二等航空運航整備士

○自家用操縦士

○准定期運送用操縦士

操縦士養成訓練

航空整備士の養成

航空従事者（パイロット・整備士等）に関する業務

事前審査
事後監査

航空会社の指導・監督に関する業務

運航及び整備の方法や体制を具体的に定めた規程類の審査を通じて、必要な情報収集、技術的分
析、トラブル等の処置の判断が確実に実施できる能力を有しているかについて書類検査・実地検査
を行うことで、航空会社が行う運航及び整備の安全性をチェック

審査に合格した規程類に従って適切に業務が実施されているかについて、定期的及び随時に本社や
運航・整備の現場等に立入検査を行うなど、専門的かつ体系的な監査を高頻度で実施

飛行間の業務
状況を確認

飛行前の業務
状況を確認

訓練記録等の
書面を確認各部門にヒアリング

飛行中の業務
状況の確認

訓練状況の確認

事前審査・事後監査

航空会社

格安航空会社（ＬＣＣ）の参入

新飛行経路案（南風時）

落下物対策

○外航者も含め
未然防止策の徹底

○事案発生時の
対策強化

オリンピック・
パラリンピック
までに・・・



２．業務事例 ⑮航空（航空機）


